
 

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構第四期中期目標（素案）」 

に対する提出意見及びこれに対する県の考え方 

 

１ 意見募集期間 

  令和６年９月２日（月曜日）～令和６年10月１日（火曜日） 

 

２ 意見募集方法 

  県ホームページへの掲載、県機関等での印刷物による縦覧、医療関係団体への情報提

供 

 

３ 意見の提出方法 

  郵送、ファクシミリ、電子メール 

 

４ 提出された意見の概要 

 ⑴ 意見提出件数 ５件（個人：２人、団体：１団体） 

 

 ⑵ 意見の内訳 

区分 延べ件数 

Ⅰ 長期ビジョン ― 

 

１ 策定趣旨 ０件 

２ 本県の目指す医療提供体制と求められる県立病院の役割 ０件 

３ 県立病院の目指す姿 ０件 

Ⅱ 中期目標 ― 

 

１ 策定に当たって ０件 

２ 中期目標の期間 ０件 

３ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 ― 

 ⑴ 高度医療の提供 ２件 

 ⑵ 災害・感染症医療提供体制の充実・強化 １件 

 ⑶ 患者や家族、地域から信頼される質の高い医療 ２件 

 ⑷ 各病院の主な機能と今後の方向性 ０件 

 ⑸ 県の施策との連携・協働 ０件 

４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 ０件 

５ 財務内容の改善に関する事項 ０件 

６ その他業務運営に関する重要事項 ０件 

計 ５件 

 

 

 



 

⑶ 意見の反映状況 

反映区分 延べ件数 

Ａ 中期目標に反映しました。 １件 

Ｂ ご意見の趣旨は既に盛り込んでいます。 ４件 

Ｃ 今後の施策運営の参考とします。 ０件 

Ｄ 反映できません。 ０件 

Ｅ その他（感想・質問等） ０件 

計 ５件 

 

 ⑷ 提出意見及びこれに対する県の考え方 

   下記の表の「区分」は「⑵ 意見の内訳」を、「反映区分」は「⑶ 意見の反映状況」

の区分についてそれぞれ示している。 
整理 
番号 

区分 意見要旨 
反映 
区分 

県の考え方 

１ Ⅱ―３―⑴  医療的ケア児の家族の負
担、障がい児者が社会生活を
営む上で多くの制限があるな
ど様々な課題があり、今後は
医療と福祉が連携し、課題解
決に向けて取り組まなければ
ならない。 

Ｂ  ご意見のとおり、精神障がいの方を含
め障がいのある方が、住み慣れた地域で
安心して暮らしていくことが出来るよ
う、医療と福祉が緊密に連携し、地域包
括ケアシステムを実現していく必要が
あります。 
 ご意見の趣旨は、「Ⅱ－３－⑴オ 地
域の医療機関等との機能分化・連携強
化」において記載しているため、中期目
標による指示を通じて取り組んでまい
ります。 
 

２ Ⅱ―３―⑴  病院機構内の連携だけでな
く、地元の民間病院やクリニ
ックとの連携も重要なので、
しっかり連携を取って欲し
い。 

Ｂ  ご意見のとおり、今後少子高齢化の進
行により、併存疾患等の患者の増加な
ど、医療需要の変化等が見込まれる中
で、県立病院間の連携とともに県立病院
と地域の医療機関との連携は重要です。 
 ご意見の趣旨は、「Ⅱ－３－⑴オ 地
域の医療機関等との機能分化・連携強
化」及び「Ⅱ―３－⑷ 各病院の主な機
能と今後の方向性」にて記載しているた
め、中期目標による指示を通じて取り組
んでまいります。 
 

３ Ⅱ－３－⑵  感染症や災害時の対応にお
いて、県立病院と民間病院と
の連携が上手くいくよう役割
分担をしつつ、密に連携を取
りながら、県民の安心・安全
に資するような体制を構築す
る必要がある。 

Ｂ  ご意見のとおり、災害発生時や感染症
まん延時における他医療機関との連携
は重要です。 
 ご意見の趣旨は、「Ⅱ－３－⑵ 災害・
感染症医療提供体制の充実・強化」のフ
ラッグシップ機能として記載している
ため、中期目標による指示を通じて取り
組んでまいります。 
 
 



 

４ Ⅱ－３－⑶  外国語による情報発信、外
国語表記の充実、医療通訳の
導入等、外国人も安心して県
立病院を利用できるようにし
て欲しい。 

Ａ  県立病院では、外国籍の方向けに医療
通訳やタブレット端末による翻訳サー
ビスの導入等、外国籍の方にも安心して
県立病院を利用していただけるよう取
り組んでいます。 
 一方で、外国籍の方を含めた情報の入
手が困難な方にも配慮した情報提供や
情報発信は重要なことから、当該項目の
記載について、情報バリアフリーの視点
を取り入れ、以下のとおり修正しまし
た。 
 
【修正後】 
 県民に選ばれる病院となるよう各病
院の診療内容等について、県民に分かり
やすく情報提供するとともに、ホームペ
ージや公開講座などを通じて積極的に
情報発信すること。なお、情報提供や情
報発信に当たっては、情報バリアフリー
に配慮すること。 
 

５ Ⅱ―３－⑶  精神疾患のある患者でも高
い水準の医療を受けられるこ
とは大事な要素なので、病院
間での連携が必要である。 

Ｂ  ご意見のとおり、障がいの程度にかか
わらず、誰もが高い水準の医療を受けら
れるようにすることは重要です。 
 ご意見の趣旨は、「Ⅱ―３－⑴オ 地
域の医療機関等との機能分化・連携強
化」、「Ⅱ－３－⑶ア 患者・家族目線に
立った医療の提供」及び「Ⅱ―３－⑷ウ 
精神医療センター」に記載しているた
め、中期目標による指示を通じて取り組
んでまいります。 
 

 


